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別紙２

都心部対象エリア（都市計画マスタープランH26.5 改訂版より） 都心部の屋外広告物地域区分

■都心部エリア
○”都心部編”における都心部は「第９次福岡市基本計画」の「都市空間構想図」に示さ
　れた都心部を概ねのエリアとします。
○具体的には、天神、博多駅、博多ふ頭、中央ふ頭を中心として、東は御笠川、南は百年
　橋通り、西は大正通りに囲まれたエリアとします。

「都心部」の屋外広告物地域
区分を設定するにあたり、
南及び西側は都市計画道路
の境界から30mの範囲を
含むものとします（東側は
河川の中心とします）。

都心部の屋外広告物地域区分について
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南及び西側は都市計画道路の境界から30mの範囲


